
えひめ野球文化促進事業（偉人継承）委託業務 
仕様書 

 

１ 業務の目的 

  本県において「野球」は、広く県民に浸透し、スポーツの垣根を超えた「文化」と

して根付いている。野球殿堂入りを果たした本県ゆかりの偉人の存在や高校野球をは

じめ、全国大会で優秀な成績（ベスト８以上）に導いた名将を多く輩出していること

がその顕れである。 

本県では、これまで愛・野球博を実施し、地方球場では史上初３回目のプロ野球オ

ールスターゲームを開催しており、改めてその礎を築いた偉人にスポットを当てるこ

とにより、本県の野球熱の高さを県内外に示すとともに、後世に継承することを目的

とする。 

 

２ 業務の名称 

  えひめ野球文化促進事業（偉人継承）委託業務 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和７年３月 28日（金）まで 

 

４ 業務内容 

（１） 広報・情報発信業務 

野球殿堂入りを果たした本県ゆかりの偉人※１（11 名）について、県内外の

広報媒体等を用いて、その功績を称える情報発信等を行う。 

ア 効果的な情報発信とするため、適切な広報媒体（例：テレビ、新聞、ＳＮＳ等）

を活用するとともに、発信時期等を工夫すること。 

イ 業務実施に当たっては、最も効果的な日程等で発信するとともに、一般社団法

人日本野球機構や公益財団法人野球殿堂博物館と緊密に連携し、情報共有を図

ること。 

 ※１ 押川 清、景浦 将、藤本 定義、森 茂雄、千葉 茂、白石 勝巳、佐伯 勇、

筒井 修、坪内 道則、藤田 元司、正岡 子規  

（２） 継承イベント開催業務 

    本県の野球普及に大きく貢献した偉人の功績を後世に継承し、「野球文化」

の継承・発展に資するイベントを開催する。 

ア 当該偉人を紹介し、その功績を称えるとともに、後世に継承する内容とする

こと。 

イ 一般社団法人日本野球機構と連携し、シンポジウム等を開催するなど、本県

の野球文化を幅広く発信できるよう工夫すること。 

ウ 野球未経験者を対象とするなど、県内の野球人口の拡大及び野球普及につな

がるものとすること。 

          

５ 成果品等 

（１）業務完了報告書（成果報告及び収支決算書） 

（２）イベントの様子等を撮影した動画や広報した内容を記録した電子媒体 

（具体的には双方協議により決定） 



６ 留意事項 

 （１）著作権 

本業務を行うにあたり、第三者との間に著作権、肖像権等に関する紛争が生じ

ないように、受託者が責任をもって調整すること。構成素材の手配及びそれに含

まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉、処理は受託者が行うこ

ととし、その経費は契約金に含むこととする。第三者からの異議申立て、紛争の

提起については、全て受託者の責任と費用負担で対応する。 

 また、本業務により受託者が新たに制作する成果物に係る著作権法第 21 条か

ら第 28 条までに定める権利については、本県に帰属するものとするが、本件以

外で使用する場合は双方協議の上、決定することとする。 

 

 （２）個人情報の保護 

本業務の実施に際して知り得た個人情報について、漏えい等の防止及びその他

の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該業務の目的

以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

７ その他 

 （１）本業務の実施に当たっては、本県と十分に連絡をとり、随時協議しながら進め

ること。 

（２）費用対効果、法令や環境、感染症等の安全に配慮した業務に努めること。 

（３）本業務に係る経理については、他の業務と明確に区分するとともに、証拠書類

を整理しておくこと（人件費については、業務日誌を作成し、本業務への従事を

明確にすること。）。 

（４）契約や支払いに関する書類など本業務の関係資料を業務完了の年度の翌年度か

ら起算して５年間保管すること。 

（５）本業務遂行中に受託者が本県若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者か

ら損害を受けた場合は、直ちに本県にその状況及び内容を書面により報告し、全

て受託者の責任において処理解決するものとし、本県は一切の責任を負わない

ものとする。 

ただし、受託者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。 

 （６）本業務は本県との調整の中で変更等があり得る。それに伴う仕様の変更、予算

額の変更等については、必要に応じて本県と受託者とで協議の上、対応すること

とする。 

（７）本仕様書に明記のない事項又は疑義が生じた場合については、その都度本県と

受託者とで協議の上、決定すること。 


